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令和６年度 白岡市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 

「通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）」 

業務委託仕様書 

 

 

 この仕様書は、令和６年度 白岡市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実

施事業のうち「通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）」

の実施に関し、白岡市標準業務委託契約約款に定めるもののほか、業務の実施に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 業 務 名 

令和６年度 白岡市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業  

「通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）」 

 

２ 業務の目的 

住民主体の通いの場等を活用して医療専門職が積極的に関与することによ

り、高齢者が健康状態に関心を持ち、また広くフレイル予防に関心を持つ機会

を設けることで、市民の健康維持・フレイル予防を通じた、健康寿命の延伸を

図ることを目的とする。 

 

３ 委託期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月２５日まで 

 

４ 実施会場（４か所） 

⑴ 白岡市老人福祉センター 

所在地 白岡市高岩２１７７番地  

⑵ 白岡市社会福祉協議会を通じて老人クラブ連合会から事業参加の推薦の

あった団体・グループの活動施設 

※ ⑵は、推薦内容により後日確定する。３か所を予定。 

 

５ 業務従事者 

 ⑴ 業務従事者（健康教育講師）の資格等 

   受託者が派遣する業務従事者は、教室の内容や参加人数に応じ、「健康教

育・健康相談」の業務遂行上必要な知識及び技術を有する医療専門職（医師、

歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士

等）とする。   

 ⑵ 実施体制等 

  ア 受託者は、業務に係る実施体制（管理者、健康教育講師、測定補助者等）
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を明確にし、あらかじめ書面により市に報告しなければならない。 

イ 受託者は、業務従事者の労務管理及び健康管理を適正に行い、業務従事

者に事故があったときは、代替要員を確保し、業務に支障がないようにし

なければならない。 

ウ 不測の事故の発生等に備え、損害賠償保険や傷害保険等に加入すること。 

 

６ 委託内容 

実施会場に医療専門職を派遣し、フレイル予防に関する「健康教育・健康相

談」を実施するとともに、参加者の「フレイル状態の把握」等を行う。 

⑴ 「健康教育・健康相談」 

ア 市内４か所の通いの場等において、通いの場１か所あたり年２回、医療

専門職を派遣する。 

イ 「健康教育」の講義内容は、フレイル予防の普及啓発活動や運動・栄養・

口腔等のフレイル予防などとし、事業参加する団体・グループのニーズを

踏まえ、市と協議した上で決定すること。 

また、１回目と２回目との間は約５か月設け、回ごとに講義内容を変え

ること（例：７月に１回目を開催した場合、２回目は１２月に開催。）。 

ウ 「健康相談」では、個別の希望に基づき、参加者の健康や日常生活上の

不安等に対する相談を行う。相談場所については、通いの場等の設備状況

に応じ、プライバシーに配慮した上で設定する。 

  また、個別の相談内容については、相談記録として書面にすること。 

エ アプローチ実施の開始前と終了後に、フレイル予防についてのアンケー

トを実施する。（普及啓発状況や受講後の健康意識・行動変容の把握）  

オ 講義資料、アンケート用紙、筆記用具等は、受託者において準備するこ

と。 

なお、作成した講義資料及びアンケート用紙の内容について、事前に市

の確認を受けること。 

カ 基本的な感染症予防対策（実施前後の会場換気、感染拡大期における検

温の実施、消毒液等の衛生用品の用意、参加者同士の間隔の確保等）をと

ること。 

⑵ 「フレイル状態の把握」 

ア 国が示す後期高齢者健康診査の「質問票」や測定機器を用いてフレイル

チェックを実施する。 

イ 必要な測定機器については、受託者において準備を行い、実施会場に搬

入・搬出する。 

ウ 把握された状態に応じた保健指導や生活機能向上に向けた支援等を行う。 

⑶ 必要に応じたサービスへの接続 

「健康相談」や「フレイル状態の把握」で見つかった支援の必要な高齢者
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に対して、健診・医療の受診勧奨や地域包括支援センターへの相談、介護サ

ービスの紹介などを実施する。 

 ⑷ 感染症の感染拡大等で派遣が困難となった際の対応  

感染症の感染拡大防止のため、通いの場が休止・閉鎖され派遣ができない

場合など、本仕様書に定める業務の実施が困難となったときは、市と協議の

上、事業内容について、フレイル予防に関するパンフレット、「質問票」及び

アンケートの郵送配布等に仕様を変更する場合がある。 

⑸ 参加見込者 

１か所１回あたり、１０人から３０人程度を想定している。 

⑹ 実施結果の報告等 

ア 個人ごとのアンケート結果（回答用紙）、「質問票」、測定結果及び相

談記録を、市に提出する。  

イ 参加者本人による自己評価、相談記録、健康意識・行動変容、医療機関・

介護予防事業等へ接続した（受診・利用の予定含む）状況により効果分析

を行った上、市に結果を報告する。 

⑺ 苦情対応 

上記委託内容全般に関して、対象者からの苦情や質問については、速やか

に対応するとともに、市に連絡を入れ、苦情内容等について報告する。  

 

７ 秘密の保持、個人情報の保護、実施結果データ等の取扱いについて 

⑴ 秘密の保持 

ア 受託者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

イ 受託者は、成果物（未完成の成果物及び業務行う上で得られた記録等を

含む。）を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供して

はならない。 

⑵ 個人情報の保護 

受託者は、この契約による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、

別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。   

⑶ 実施結果データ等の取扱い 

ア 実施結果データ等の搬送は、電子媒体に格納又は紙面媒体を用い、確認

書面（送付書、受領書）を付した上、直接受け渡し又は書留郵便等のセキ

ュリティを確保した民間の輸送サービスにより行う。当該確認書面は、契

約期間中保管する。 

  また、セキュリティの担保されたファイル共有サービスの利用も可能と

する。 

イ 受託者は、業務の履行に関して作成した個人情報を含む媒体については、

委託期間終了後、適正に廃棄又は消去を行い、その内容等を記載した書面

により市に報告する。 
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８ 成果物等の納品 

いずれも、Microsoft Word、Microsoft Excel 等を用いて作成し、当該デー

タを格納した電子媒体（ＣＤ-Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）及び報告書形式等の紙面媒

体（日本工業規格「Ａ４判」又は「Ａ３判」、多色刷りで製本したもの。）と

して納品する。 

また、セキュリティの担保されたファイル共有サービスを利用しての納品も

可能とする。 

なお、報告書形式等の様式については、事前に市の確認を受けること。 

⑴ 業務の実施管理に関する資料（実施体制、工程表等） 

⑵ 配布書類（講義資料、アンケート用紙等）の見本 

⑶ 連絡先記載のある参加者名簿 

⑷ 参加者ごと（個人単位）の実施に係る報告書（アンケート結果、「質問票」、

測定結果及び相談記録） 

⑸ 「健康教育・健康相談」実施後の効果分析結果（参加者本人による自己評

価、相談記録、健康意識・行動変容、医療機関・介護予防事業等へ接続した

状況等） 

 

９ スケジュール 

⑴ 受託者は、契約締結後速やかに市と打ち合わせを実施し、委託業務の工程

表を作成する。 

⑵ 工程表には、全体スケジュールのほか、各作業の詳細な工程、定期打合せ

会、成果物の納品予定等も明記する。 

⑶ 作成した工程表については、市の確認及び承認を受けること。 

⑷ 受託者は、進捗状況を市に報告するため、原則、２か月に１回以上、統括

の医療専門職の出席する定期打合せ会を開催すること。 

  また、市が必要と認めるときは、臨時に打合せ会を開催すること。  

⑸ 実施日程については、通いの場等の状況に応じて、「健康教育」の講義内

容を市と協議する際に、併せて調整する。 

  なお、現時点でのＡ～Ｄ４か所（場所未定）での実施案は次のとおり。  

７月 ８月 ９月 10、11 月 １２月 １月 ２月 

Ａ１回目 Ｂ１回目 

 

Ｃ１回目 

Ｄ１回目 

 Ａ２回目 Ｂ２回目 

 

Ｃ２回目 

Ｄ２回目 

 

10 委託料の支払い 

⑴ 委託料の支払いは、当月の業務実績に基づき、月ごとに支払うものとする。 

⑵ 受託者は、当月の完了部分について、翌月１０日までに、業務実績に係る

報告書を添えて、その旨を書面で市に通知すること。 



                                                       

5 

 

 

11 その他 

 ⑴ 再委託等の禁止  

受託者は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ市の書面による承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

 ⑵ 費用負担等 

ア 業務実施や打合せ等にかかる消耗品、印刷代、交通費、会場等の借上料、

測定機器の搬入・搬出及び実施結果データ等の搬送費用等の業務委託に伴

う諸経費については、全て受託者の負担とする。 

イ 参加者については、費用負担は発生しない（費用徴収をしない。）。 

 ⑶ 市の担当者等の同席 

業務の実施状況の確認のため、市担当者等が会場を巡回し、同席する場合

がある。 

⑷ 定めのない事項等  

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の条項について疑義が生じた

場合については、必要に応じて市と受託者とが協議して定める。 

 

 

 

  


